
お申し込みはホームページでも受け付けております。

東京都中野区本町2‐46‐1 中野坂上サンブライトツイン26F
東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線「中野坂上駅」出口1より徒歩1分
TEL：03-5354-5222（代）　FAX：03-5354-5206

エヌエムシイ税理士法人

エヌエムシイ税理士法人 検索

https://nmc-kaikei.or.jp/

WEB 版

セミナーお申し込みＱＲコード

【貴社名（フリガナ）】

【ご住所】〒

【お申込者名（フリガナ）】 役職名

【メールアドレス】

・Zoomウェビナーによるオンライン配信です。
・ご参加には事前登録が必要となります。
・お申込み後に事前登録のご案内をお送りしますので、メールアドレスは必ずご記入ください。

【オンライン配信について】

【電話】 【FAX】

オンライン配信は、ご来場が
難しい方も、どこからでも
ご参加いただけます。ON-LINE

オーナー社長対象

無料ご招待

120分13：30～15：30【 時   間 】

11月26日（水）11月20日（木）
12月17日（水）12月 9日（火）

オンライン：

12月４日（木） 11月11日（火）セミナー室：【開 催 日】

エヌエムシイ税理士法人 セミナー室 ／オンライン配信【 会   場 】

※恐れ入りますが同業者の方の参加はお断りしております。ご了承ください。
※会場へお越しの方には、FAX受信後セミナー会場のご案内を返信いたしますので、FAXまたはメールアドレスのご記入をお願いいたします。

参加ご希望の開催日に　 を入れ、下記項目にご記入のうえ、FAXをご送信ください。

１．元国税調査官が語る調査ポイントとその対処法
２．調査で余分な税金を払わないための知恵とは
３．相続税法改正により変わった生前贈与対策
４．まだ間に合う無税での株式承継

５．中小企業オーナー社長と大企業社長とでは何が違うのか？
６.中小企業は会社と社長は表裏一体
７．オーナー社長の税金ストレスからの解放と
  ハッピーリタイアメントの実現

　中小企業オーナー社長にとっては、「会社の財布も個人の財布も同じ」というのが実態です。オーナー社長自身が税

金ストレスから解放されるためには、対症療法的な毎期の節税対策のみならず、会社と社長個人の人生を関連づけて複

眼的かつ中長期的に検討する必要があります。

　当セミナーでは、会社の税金、社長個人と家族の税金、事業承継・相続まで、オーナー社長の人生の各場面で税金

コストを最小化し、最大の安心と安全を実現する方策をお話しさせていただきます。

セミナー内容

FAX申込書 03‐5354‐5206FAX番号

オーナー社長の
「税金ストレスからの解放」セミナー

エヌエムシイ税理士法人からのご案内



エヌエムシイ税理士法人 TEL：03-5354-5222（代）　FAX：03-5354-5206　HP：httpｓ://nmc-kaikei.or.jp/

講師陣の紹介

参加者の声

50代男性／燃料卸売業／千葉県 30代女性／IT業／東京都

オーナー目線に立ったセミナーの内容が大変参考になりました。

今までの常識が常識でなかったことを知り、将来の展望が開けた

感じがしました。

税金ストレスから解放されるための戦略的税金対策には興味を

持つことができました。経営に集中できる貴社のサービスは大変

有用と考えています。

60代男性／不動産業／北海道 50代女性／包装機械製造業／福島県

これまで顧問をお願いしてきた税理士の考え方、会社や個人の

税金など疑問に思っていたことがいろいろクリアになった気がし

ます。また経営者がもつ問題を解決し、希望を叶えてくれる税理

士事務所だと思いました。

とてもいい勉強になり、知らないこともあり多くのヒントをいただき有

意義な時間でした。会社を創業した父が亡くなり事業承継から相

続、自社株対策など、分からないことが多くあります。人生を左右す

る大切な問題だけに、専門家のサポートが必要だと思いました。

40代男性／人材紹介業／長崎県 30代男性／スポーツ関連業／東京都

普段より税金のために仕事をしていると感じる事が多く、セミナー

のタイトルに興味を持って受講しました。今後の自社に有益な情

報、アドバイスを頂ければと思いました。また、創立者からのビデオ

メッセージは、まさにその通りと感激しました。

5年後の事業承継を計画しているので、今回の新しい事業承継

税制の講義は大変参考になりました。

税務調査には昨年立ち会ったことがありましたので、オーナーが

立ち会わなくてもいいというお話は目からウロコでした。

＜経歴＞ 
1988年野本会計事務所入所
2015年エヌエムシイ税理士法人
代表就任

＜メッセージ＞

オーナー社長の皆様には、税金に関するあらゆるストレス
から解放されて「本業である経営に専念していただきた
い」と強く思っております。そのためには、どうすればいいの
か。長年の会計事務所経営からつかみ取った、ノウハウの
集大成をお話しします。

佐藤 修一
代表社員・税理士

＜経歴＞
国税局管内税務署資産課税
部門各所に28年間勤務
不動産鑑定士・司法書士の資格を所持

＜メッセージ＞

弊社入社以来、数百件の相続、事業承継に係るご提案
等をさせていただきましたが、概ね皆様からご好評を得て
いると自負しております。セミナーでは株式の納税猶予制
度を中心に種々の手法を説明し、お客様にとって相続、事
業承継の参考にしていただけたらと思っております。

黒崎 俊夫
元国税調査官
資産税担当・税理士

＜経歴＞
国税局課税第二部資料調査課
特別調査情報官(広域担当)
税務署国税徴収官

＜メッセージ＞

実際に私が対応した税務調査立会い事例をもとに税務調
査のポイントを解説いたします。
元国税調査官ならではの、税務調査を上手に乗り切る方
法を、セミナーにご参加いただいたオーナー社長様にだけ
お話しします。

伊藤 徹也
元国税調査官
法人税担当・税理士


